
財産処分手続きのフロー図 

 

財産処分したい旨連絡（電話等） 

承認申請書提出 

・車検証の写添付 

財産処分承認書通知 

処分の実行 （売却、譲渡等） 

完了報告書提出 

 

・処分したことが分かる書類を添付 

（例） 

①売買の場合（売買契約書の写等） 

②無償譲渡の場合（所有者名が変更になった車検証等） 

（郵送） 返還額確定通知 

（※納入通知書同封） 

納入通知書にて返還額を振込 

手 続 完 了 

（郵送） 
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